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要旨 

障害等のある学生への支援の広まりを受け，近年では，大学における就労を見据えた支援の必

要性が高まっている。本稿では，山口大学での障害等のある学生への支援のうち，学内で実施す

るインターンシップをはじめとした修学・就労の接続支援の取組みを例に，その意義と課題を整

理したい。 

本学では，関連部署が連携することで修学と就労を連動させて支援の充実を図っている。また，

学内インターンシップには学生が状況に合わせて参加できるよう実施要領を工夫している。今後

は在学中の就労機会の創出と移行支援の充実のため，学外関連機関との連携体制を整備していく

必要がある。 

キーワード 
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1 はじめに 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」（平成 28年 4月施行）や「障害者

の雇用の促進等に関する法律」（平成 28 年 4

月改正法施行）等の法整備，社会的潮流など

を受け，高等教育機関での障害等のある学生

への支援は，修学から就労を見据えて幅広く

展開することが求められている。 

現在，山口大学では，障害等のある学生へ

の修学支援のための学内支援拠点である学生

特別支援室と，本学学生の就職活動支援のた

めの全学施設である就職支援室とが連携して，

障害等のある学生の修学から就労へのスムー

ズな移行を目指した試みを実施している。 

特に発達障害や精神障害のある学生を中心

に課題となることが多いのが，自身の障害特

性の理解と，仕事との適性の見極めである。

学生が，自らのスキルを生かして活躍するた

めに，自分に適した環境を選び，具体的な就

労のイメージを持って進路選択を行えるよう，

本学でも取り組みを始めたところである。 

本稿では，山口大学における障害等のある

学生の修学から就労の接続支援の取組みを紹

介し，特に関連部署間で連携して実施してい

る学内インターンシップの意義と課題を整理

したい。 

2 山口大学の障害等のある学生への修学支

援の取組み

障害等のある学生の就労に関する取り組み
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について触れる前に，まずは就労支援と連動

して行っている修学支援の仕組みをまとめて

おきたい。 

2.1 全学での修学支援体制の拡充 

山口大学では，障害等のある学生への修学

支援のための拠点の設置や関連規則の制定，

障害のある学生（以下，障害学生）のための

修学支援申請制度の導入等，全学での支援体

制の整備を進めてきた。現在では支援の仕組

みが徐々に定着し，運用が軌道に乗ってきた

ところである。 

 修学支援のための拠点の設置 

本学では平成 27 年 6 月，障害等のある学

生への修学支援の学内拠点として学生特別支

援室が設置された。日頃は，学生特別支援室

にて障害等のある学生の支援に関する相談対

応を行い，必要に応じて学生の所属学部や関

連部局と連携して支援を実施している。 

関連規則等の制定 

山口大学では障害等のある学生の支援に関

連する規則や申合せが整備されている。特に

「国立大学法人山口大学における障害を理由

とする差別の解消の推進に関する規則」では，

大学としての支援の方針や，合理的配慮の実

施要領が定められている。 

全学会議体の設置 

学内の障害等のある学生の支援に関わる情

報共有や支援方針の確認のため，平成 27 年

10 月に「障害学生連絡会」が設置された。連

絡会のメンバーは，各学部の担当教員と職員，

関連部局の教職員から成っている。 

連絡会とは別に，入試対応や個別の支援内

容を検討するための「障害学生修学支援委員

会」が組織されている。 

障害学生のための修学支援申請制度の

導入 

山口大学には，障害学生本人が希望する場

合，大学に対して修学支援を申し立てること

ができる修学支援申請制度がある。申請には，

障害者手帳もしくは診断書が必要で，学生自

身が支援を希望していることを前提としてい

る。 

学生特別支援室では，相談や定期面談，関

連窓口の紹介には，特に支援の申請を必要と

しておらず，組織だった対応や全学での調整

が必要な支援を希望する場合には，支援の申

請を勧めている。 

授業中支援の実施 

支援申請をした障害学生からの希望があれ

ば，授業中「配慮願」を授業担当教員に配布

することができる。「配慮願」には，障害によ

る修学上の困難さの説明と，授業中にどのよ

うな配慮があれば授業に参加しやすいかにつ

いて記載されており，授業担当教員が授業中

の配慮を検討する材料となっている。 

学生特別支援室では，授業担当教員に支援

方法を助言したり，必要に応じて学生サポー

ターを派遣するなど，「配慮願」と連動した支

援のコーディネートを担っている。 

2.2 修学支援の対象者 

山口大学では，障害学生の修学支援申請制

度を導入していることは先述のとおりである

が，本学の障害等のある学生の支援の特徴の

ひとつは，支援の申請を行わない学生への対

応も柔軟に行っている点である。 

学生の中には，障害の傾向はあるものの診

断書を持たない学生や，診断は受けているが

情報共有を望まないケース，組織的な支援を

必要としない例もある。学生特別支援室では，

これらの学生からの相談を受けたり，定期面

談を実施してスケジュール管理や修学上の困

り事への対応を行っている。 

平成 30 年 12 月末現在，学生特別支援室で

対応を行っている学生 102 名のうち，修学支

援の申請学生は 36名である。本学に修学支援

申請制度が導入されて以降は，支援申請学生

数は伸びているものの，支援申請を行わない

学生も多数在籍している。学生特別支援室に

寄せられる相談対応件数は増加の一途をたど

っており，またほぼ毎月，新規の学生に関す

-68-



る相談を受けていることから，診断書の有無

に関わらず支援ニーズが潜在している可能性

が高いと予想される。 

3 山口大学の障害等のある学生の修学・就労

の接続支援の取組み 

山口大学就職支援室は学生の就職活動のサ

ポートを行う全学施設で，就職に関する情報

提供，就職講演会・説明会の開催，学内業界・

企業研究会の企画と実施，就職相談などを行

っている。障害等のある学生の就職や進路に

関する相談も受けており，学生特別支援室や

学生の所属学部との連携体制もある。 

平成 30 年度は，就職支援室と学生特別支援

室がこれまでの連携体制を活かして引き続き

相談対応にあたるとともに，協同で，関連イ

ベントの開催，就労移行支援事業所との連携

体制のあり方の検討，学内インターンシップ

の実施を行い，障害等のある学生の修学から

就労への接続支援の充実を図った。 

3.1 進路に関する相談対応 

学生特別支援室では障害等のある学生の修

学支援に関する相談に対応しているが，相談

内容の内訳を見てみると，修学が主であるも

のの，進路や学生生活，心身問題に関する内

容が一定量寄せられている。平成 30 年度（平

成 30年 12 月末現在）の相談対応内容をグラ

フ１にまとめた。修学に関する相談が 90%で

あるのに対し，進路に関する相談も６%に上っ

ている。特に進路に関する相談は，例年，修

学以外の相談としては最も多い傾向にある。 

進路や就職に関する相談が，修学支援を業

務とする学生特別支援室に寄せられる背景の

一つには，社会一般に障害者雇用に関する情

報が浸透していることや，就労・定着支援の

必要性の認識が高まったことがあると想定さ

れる。加えて，修学支援による効果から卒業

や修了の目途がたち，具体的な進路を検討す

る段階に入るケースや，一方で修学や学生生

活に関する困難や勉学意欲の低下などから大

学を休学・退学するケースもあり，修学と連

動して進路に関する悩みが発生することが，

学生特別支援室への相談に繋がっていると考

えられる。 

学生特別支援室では，進路に関する相談が

寄せられれば，必要に応じて就職支援室を紹

介しているが，個別の対応が必要な場合は，

当該学生の許可を得て，情報を就職支援室に

共有し対応に関する引継を行っている。また，

就職支援室での面談に学生特別支援室のスタ

ッフが同席する等して，対応を共有すること

もある。就職支援室からも学生特別支援室に，

対応状況について適宜情報共有がなされ，必

要に応じて両者で課題への対応方法や，支援

方針の確認などを行う連携体制がある。 

グラフ 1 平成 30 年度学生特別支援室相談対

応内容（平成 30 年 4 月～12 月分）

3.2 関連イベントの開催 

障害等のある学生の就労に関する教職員の

知識の向上と，学生・保護者への情報提供を

主な目的として，平成 29年度から就職支援室

と学生特別支援室の共催でセミナー等のイベ

ントを企画してきた。平成 30年度は，学外か

ら講師を招き，障害者雇用や就労移行支援事

修学

90%

学生生活

1%

進路

6%
心身問題

3%
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業に関するセミナーや勉強会を開催した。以

下に本年度の関連イベントの開催概要を示す。 

（1） 障害等のある学生のための就労移行セ

ミナー 

開催日時：2018 年 9 月 6日 

学外講師：株式会社 LITALICO，中国グ

ループ ワークス広島 藤井 達志氏 

参加：学生，保護者，教職員 

概要：就労移行支援事業所の取組みと

支援事例の紹介。および障害等のある

学生・保護者を対象とした就労に関す

る相談会。 

（2） 障害等のある学生のためのキャリアガ

イダンス 

開催日時：2018 年 12 月 27 日 

学外講師：株式会社イフ サーナワー

クス事業部 網野浩義氏 

参加：学生，保護者，教職員  

概要：障害者雇用の動向と，障害学生

の就職活動要領についてのガイダンス

講義および質疑応答。 

（3） 障害等のある学生の就労に関する勉強

会 

開催日時：2019 年 2 月 27 日 

学外講師：unselfish 奥谷 祐樹氏 

参加：就職支援室，学生特別支援室，

学生相談所，保健管理センター教職員 

概要：本学教職員を対象とした，障害

者手帳の取得要領や，就労移行支援事

業の現状に関する勉強会。 

イベント（1）（2）には複数の学生や保護者

からの参加があり，就労への関心の高さがう

かがえた。参加した学生からは「具体的な障

害者雇用の状況を知って安心した」とか，「自

分と同じ様な障害のある学生が就職している

事例を知って励みになった」，「卒業後もサポ

ートを受けられる組織があることは心強い」

といった声が聞かれた。学生達にとってこれ

らのイベントは，進路や就職に関する情報源

であるだけでなく，進路選択に前向きになっ

たり，就職活動や就労に関して具体的なイメ

ージを持つ機会となっている。このことは，

イベントを開催したことによる成果のひとつ

と言える。 

3.3 障害等のある学生の学内インターンシ

ップ 

障害等のある学生のための就労関連の取組

みのうち，学内での継続的な実施を試みてい

るものに学内インターンシップがある。 

これは，就職支援室と学生特別支援室，イ

ンターンを受け入れる学内部局とで連携して

有償で実施するもので，学生が状況に応じて

活躍できるよう，「インターンシップ」と「し

ごとチャレンジ」の 2種類を用意している。

次項では，これら学内インターンシップの実

施概要について説明したい。 

4 山口大学における障害等のある学生のた

めの学内インターンシップ 

山口大学で行われている障害等のある学生

のための学内インターンシップは，就職支援

室，学生特別支援室，受入れ部署が連携して

学生に学内で働く場を提供することで，学生

が自らの障害やその特性について理解し，働

くことを具体的にイメージして，修学から就

労へとスムーズに移行できることを目指して

いる。 

この学内インターンシップの特徴の一つは，

有償で実施している点である。後に説明する

ように，学内インターンシップには 2種類あ

るが，いずれも有償としており，自ら働いて

給与を得る体験を重視している。 

もう一つの特徴は，学生の状況に合わせて

参加できるよう 2種類の学内インターンシッ

プを設けている点である。先述したとおり，

山口大学では障害等のある学生の修学支援を

2 つのパターンで実施している。ひとつは修

学支援の申請に基づく支援を行うもので，も

うひとつは支援の申請はせずに定期面談やス
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ケジュール確認などを個別に実施するパター

ンである。これは，障害があって支援を必要

とする学生への合理的配慮に加えて，診断書

や障害者手帳を持っていなかったり，診断は

受けているものの組織的な支援を希望しなか

ったりする場合のニーズに応えるためである。

このことにより，学生の状況に応じた柔軟な

修学支援が可能となっているが，この考え方

は，障害等のある学生のための学内インター

ンシップの実施要領にも反映されている。障

害等のある学生のための学内での就労機会と

して「インターンシップ」と「しごとチャレ

ンジ」の 2種類を設けているのも，障害の種

類や程度，障害需要の状況，支援の希望の有

無によって選択的に利用することを想定して

のことである。 

本年度までに実施した学内インターンシッ

プ実施件数を表 1 に示した。「インターンシ

ップ」，「しごとチャレンジ」ともに実施件数

は多いとは言えないものの，参加した学生た

ちには積極的な姿勢が見られている。「インタ

ーンシップ」と「しごとチャレンジ」，それぞ

れの特徴や実施要領を次に概観する。 

表 1 学内インターンシップ実施件数（平成 30

年 12 月現在） 

 H28 H29 H30 

インターンシップ 1 1 1 

しごとチャレンジ ― 6 8 

4.1 障害学生のための「インターンシップ」 

「インターンシップ」は平成 28年度から実

施しているもので，障害があって修学支援申

請を行っている学生を対象としている。これ

まで 1 時間～3 時間×5 日程度，資料作成補

助やデータ整理等を行う内容で実施してきた。

学生は自身の障害の特性や配慮を希望する内

容を明示して臨む点に，大きな特徴がある。 

本年度は，実施の流れや役割分担を明確に

するため，「障害のある学生のための学内イン

ターンシップ実施に関する申合せ」を暫定的

に整備した。おおまかには，企画とコーディ

ネートを，就職支援室と学生特別支援室とが

担当し，受入れ部局にて実施するという分担

である。具体的には，就職支援室が，受入れ

部署と仕事内容を調整し，参加学生や受入部

局に対して仕事理解や就労についての助言を

行った。学生特別支援室では，参加学生の調

整を行い，学生や受入部局に，主に障害理解

や支援実施に関する助言をした。 

「インターンシップ」終了後には学生が報

告書を，受入れ部局が評価シートを作成する

こととしており，その一部を互いに共有する

ことで，改めて成果と課題を確認できるよう

工夫している。関係者の主な役割と相関は図

1のとおりである。「インターンシップ」実施

に際して，学生特別支援室では定期面談で実

施要領や課題を確認し，必要な情報を就職支

援室や受入れ部局と共有して対策をたてた。

障害学生の就労に際しては，いかに障害の状

況や必要な支援内容を職場の担当者に伝える

かがポイントとなるが，この「インターンシ

ップ」では，就労に際して予想される困難さ

と配慮を希望する内容を記載した「配慮願」

を，学生本人が作成するという方法を採った。

在学中に，就労上の配慮内容を整理しておく

ことは，学外でのアルバイトや就職活動に直

結するであろうし，就労のための心構えがで

きるという効果も望める。 

学生が「配慮願」を作成するにあたっては

学生特別支援室が補佐することとし，修学支

援の文脈で授業担当教員に配布している授業

中配慮願をベースに，インターンシップ用に

アレンジした。出来上がったインターンシッ

プ用の「配慮願」は，学生自らが受入部局の

担当者のもとに持参し，内容を説明するとと

もに配慮を依頼するというかたちで活用した。

配慮の依頼を学生自らに課すのには，自主性

を育む意図と，自身の障害理解を促進し他者

への説明能力を育てるという目的がある。 
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「配慮願」の作成過程に代表されるように，

日頃から修学支援で実施している配慮内容か

ら働くことを想定して必要なものを選んだり，

支援内容をより就労に沿うように焼き直すこ

とで，修学支援の成果を効率的かつ実効的に

就労に活かすことができる。また，修学の場

合との比較を行えば，学生が具体的に就労環

境での支援のイメージを持ちやすくなる。さ

らに「インターンシップ」の成果を修学支援

にフィードバックすることができれば，修学

支援の充実と最適化に繋がり，教育的効果が

見込める。 

多様性理解・配慮スキルの向上 仕事理解・自己理解の促進

図 1 学内インターンシップ担当者関係図

4.2 コミュニケーションが難しい学生のため

の「しごとチャレンジ」 

「インターンシップ」が，修学支援申請を

した障害学生を対象としているのに対し，「し

ごとチャレンジ」は，学生特別支援室で相談

対応している学生のうちコミュニケーション

等が難しい学生を対象としたものである。 

就職支援室が受入れ部局の調整を行い，学

生特別支援室で学生の選定を担当し，受入れ

部局にて実施するという流れは「インターン

シップ」と同様であるが，診断書や障害者手

帳の有無は特に問わず，受け入れ先に障害の

状況や就労上想定される困難さを共有するか

どうかは学生の意思に任されている点が異な

っている。 

基本的に通常の学内アルバイトの延長で実

施されており，学生特別支援室から学生に紹

介する際も，学内アルバイトの一環として説

明することが多い。通常の学内アルバイトと

違うのは，主にコミュニケーションが困難な

学生の参加を想定して，比較的短期間・単発

で，作業要領が明確であり，現場でのコミュ

ニケーションの取り方が柔軟な企画を用意し

ていることと，学生の希望に応じて，必要な

配慮要領を受入部局と共有する点である。 

これまで実施してきた「しごとチャレンジ」

は，1回 2～3時間程度，資料の発送準備や品

物の管理補助などを行うものである。学生に

よって受入先に，事前に想定される困難さや

配慮内容を伝えることを望む場合もあれば，
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情報共有は望まず，作業中に困ったことが発

生した時点で自ら担当者に相談するという方

法を採る場合もある。「しごとチャレンジ」は，

修学支援の申請を行っていない学生の参加を

想定しており，「インターンシップ」に比べて，

手続きが簡素で，配慮の求め方を選べるため，

診断書を持たなかったり，修学上は組織的な

支援を求めていない学生も比較的気軽に関わ

ることができる。 

5 学内インターンシップ実施の意義 

障害等のある学生にとって，学外でのアル

バイトや一般に実施されるインターンシップ

は，心理的にハードルが高い可能性が大きい。

特に発達障害や不安障害，あるいはその傾向

に由来して，対人緊張が強かったり，初めて

の場所では落ち着かない，要領が明確でない

と作業が進まない等の特性のある学生にとっ

ては，学外の機会を利用する前段階として，

学内で就労にチャレンジする機会があること

は非常に有効である。慣れ親しんだ環境のも

とで，日頃から状況を共有できている教職員

のフォローのもと，働く機会を用意しておく

ことは，学生の安心感や企画に対する気軽さ

に繋がるもので，学内インターンシップ参加

への心理的バリアを下げる効果も大きいと予

測する。 

一般的なインターンシップが無償で行われ

ることが多いのに対し，学内インターンシッ

プは有償で実施されている。これは，自ら働

いて報酬を得る経験や，責任を持って働くこ

との意義を重視しているためである。特に，

障害等の理由から学外でのアルバイトが難し

い学生にとって，有償で働くという経験は貴

重である。働いて報酬を得るということは，

自分の能力を行使して生み出した物やサービ

ス等が，対価として目に見えるかたちで評価

されることであり，自らの生産性を確認する

行為でもある。自分の能力が他者から認めら

れたり，自らが能力を確認していくことは，

自立に繋がる大きなステップの一つであるが，

この機会を提供する点で，学内インターンシ

ップの有償性は有意義であると考える。 

学内インターンシップを通じて成功体験を

積めれば，達成感や自信につながり，その後

の修学や就職活動の大きな原動力となり得る。 

たとえ思うように実施できない場合でも，学

生特別支援室や就職支援室での面談等を通じ

て課題を整理したり，対策を検討したりと，

次に繋がる建設的なサポートを試みることが

出来る。このような作業を通じて，学内イン

ターンシップが，学生自身が自己の特性を肯

定的に受け止め，客観的に分析することの助

けになることを期待する。学内インターンシ

ップは，自己の特性の理解を促すだけでなく，

自分に適した仕事選びや，就労における支援

の求め方を検討する機会でもある。修学支援

と連動して実施することで，現実味を持って

修学から段階的に進路選択への志向を促すこ

とが実現すれば，学生を大学から社会へとス

ムーズにつなぐための手段の一つとなるはず

である。 

学内インターンシップには，学外の就労機

会に繋がる突破口となる可能性があるとして，

このような機会に参加することが難しければ，

学外の就労機会や就職活動に取り組むきっか

けを失ったり，タイミングを逃す可能性があ

る。既に述べたとおり，学内インターンシッ

プとしてタイプのちがう２つの種類を設けて

いるのは，学生の状況に応じて参加を促すた

めである。特に，診断を受けていなかったり，

組織的な支援を求めていない学生たちは，一

般に実施される通常のインターンシップと，

障害学生を対象として実施されるものの狭間

にあって，対象からこぼれ落ちてしまう可能

性がある。ここに，障害等のある学生の中の

多様性を加味した対応として「しごとチャレ

ンジ」を実施する意義がある。 

現実に，障害者採用枠での就職活動にも，

就労移行支援事業所の利用にも，障害者手帳
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が求められるため，在学中に障害者手帳の取

得を目指すかどうかの選択を突きつけられる

学生も多い。条件が揃わずに障害者手帳の発

行に至らない場合も有り得るが，いずれにし

ても，どのように就職活動を進めるのかとい

う問題と，障害とどう向き合うのかとうい問

題への答えを同時に迫られることになる。就

労においてどのような配慮がどの程度必要な

のか，学生自身が見極める機会が広くあれば，

これらの問題への回答を，現実味を持って検

討する助けになると考える。本学で実施して

いるインターンシップが，そのひとつとして

十分に機能するためには，柔軟な対応が出来

る機会を増やし，内容を充実させていくこと

が重要である。 

学生特別支援室でのインターン候補者の選

定の過程では，該当学生から想定以上に積極

的な反応があったり，学内インターンシップ

終了後の定期面談では「また機会があれば紹

介してほしい」とか「今後定期的な仕事があ

ればチャレンジしてみたい」といった，学生

たちの成長が感じられるような前向きなコメ

ントも見られる。受入部署からの報告を受け

て，初めて学生の持つスキルに気づくことも

ある。支援をコーディネートする運用側にと

って学内インターンシップは，修学支援の文

脈のみでは読み取りにくい学生の意思や持っ

ている能力に気づく機会となっている。 

本年度まで障害等のある学生の学内インタ

ーンシップを実施してきた担当者として実感

するのは，大学の支援の現場で求められる就

労に関するニーズの高まりと，早い段階で幅

広くチャレンジできる機会を用意しておくこ

との重要性である。先述のように学内インタ

ーンシップに参加した学生からは想定以上の

反響を得ることもあるし，最近では保護者か

ら求められる期待も大きい。就労についての

意識はあるものの，就職のイメージが付かず

に具体的な行動に移せずにいたり，仕事をど

う探せばよいのか分からずに途方にくれてい

るケースも多くみられる。就労に関するニー

ズを拾い上げつつ，効果的な支援を行うため

には，在学中の早い段階で，具体的な進路選

択や就職活動のイメージ付けができる機会を

つくることが１つの方法である。この際，自

分のスキルや苦手さを客観的に整理すること

が必要であるが，この点，学内インターンシ

ップは実践を通して具体的に検討することが

出来るという利点がある。 

6 修学・就労の接続支援の取り組み：課題と

今後の展望 

本稿では，山口大学で実施している障害等

のある学生を対象とした修学から就労の接続

支援の取組みとして，特に学内インターンシ

ップを中心に，仕組みと意義を整理した。最

後に，課題と今後の展望を示しておきたい。 

障害等のある学生のための就労支援上の課

題のひとつは，学内で実施する関連イベント

やインターンシップ等の機会の少なさにある。

学内インターンシップにしても，現時点での

実施件数は限られており，機会を増やすため

には，財源の確保，適当な仕事内容の調整等

が更なる課題となる。人的資源に限界もある

ため，実施の効率化を図るとともに，受け入

れ先を開発していく必要もある。 

学内インターンシップ等で得た成果を，次

の就労のステップに繋げる工夫も必要である。

例えば，学外のインターンシップに移行した

り，就職活動に活かすための具体的な取り組

みが求められる。 

機会の創出と学外への移行という二つの課

題を克服するためには，学内の資源の掘り起

こしや連携体制の強化と同時に，学外機関と

の連携も視野に入れる必要がある。現在，就

職支援室と学生特別支援室では，いくつかの

就労移行支援事業所との連携の可能性を模索

しているが，卒業後のケアも含めて在学中か

ら連携できるパイプを大学側でも持っておく

ことが，円滑で安定した修学から就労への支
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援に繋がると考える。 

これまでの取組みにより，修学支援とリン

クして就労支援を実施することの有効性があ

る程度確認された。日頃の修学支援の成果を，

就労のための取組みに反映することで効率的

かつ実効的な企画が可能となる。 

今後の取組みをさらに充実させるためには，

引き続き学内の関連部局との連携が必須であ

る。役割分担しながらも，有効な情報共有や

実効的な企画のブラッシュアップに務めたい。

これらの取組みは，学生ための支援の充実に

繋がることはもちろん，学内教職員の，障害

等を初めとする多様性理解の促進と，アクセ

シビリティ配慮スキルの向上にも功を奏すこ

とを期待したい。 

（学生支援センター 学生特別支援室 

准教授） 

（大学教育センター教授 

・学生支援センター 学生特別支援室室長） 

（学生支援センター 学生特別支援室 

カウンセラー） 

（学生支援センター 学生特別支援室 

カウンセラー） 

（学生支援課 事務職員） 

（学生支援センター 就職支援室 教授） 
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